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３【事業の内容】

当社グループは2025年12月31日現在、当社及び連結子会社46社、非連結子会社１社で構成され、測定機器の製造、

販売及びサービスを主たる業務としています。

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは以下のとおりです。

なお、次表の区分は「第５経理の状況 １連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメント

の区分と同一です。

また、2024年２月14日に公表した中長期経営計画「MLMAP2028」において設定した３つの注力フィールドの推進体制

を整備すべく、社内体制を見直しました。これに伴い、当連結会計年度の期首より、報告セグメントを従来の「自動

車」「環境・プロセス」「医用」「半導体」「科学」から「エネルギー・環境」「バイオ・ヘルスケア」「先端材

料・半導体」の３事業部門（フィールド）に変更しています。

セグメント 主要製品、サービス 主要な会社

エネルギー・環境

エンジン排ガス測定装置、使用過程車用排ガス測
定器、車載型排ガス測定装置、ドライブラインテ
ストシステム、エンジンテストシステム、
ブレーキテストシステム、テストオートメーショ
ン、燃料電池試験装置、バッテリー試験装置、
車両開発エンジニアリング、試験エンジニアリン
グ、研究開発棟リース、煙道排ガス分析装置、
水質計測装置、大気汚染監視用分析装置、
環境放射線測定器、プロセス計測設備、
粒子径分布測定装置、蛍光X線分析装置、
ラマン分光分析装置

当社

株式会社堀場テクノサービス

株式会社堀場アドバンスドテクノ

ホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）

ホリバ・フューエルコン社（ドイツ）

ホリバMIRA社（イギリス）

ホリバ・インスツルメンツ社（アメリカ）

堀場（中国）貿易有限公司（中国）

ホリバ・コリア社（韓国）

バイオ・ヘルスケア

血球計数装置、免疫測定装置、
生化学用検査装置、血糖値検査装置、
リモートモニタリングサービス、
粒子径分布測定装置、蛍光X線分析装置、
ラマン分光分析装置、蛍光分光・寿命測定装置、
分光器・検出器、グレーティング（回折格子）

当社

株式会社堀場テクノサービス

ホリバABX社（フランス）

ホリバ・フランス社（フランス）

ホリバ・インスツルメンツ社（アメリカ）

ホリバ・インド社（インド）

先端材料・半導体

マスフローコントローラー、薬液濃度モニター、
半導体異物検査装置、残留ガス分析装置、
粒子径分布測定装置、蛍光X線分析装置、
元素分析装置、ラマン分光分析装置、
蛍光分光・寿命測定装置、分光器・検出器、
グレーティング（回折格子）

当社

株式会社堀場エステック

株式会社堀場アドバンスドテクノ

ホリバ・フランス社（フランス）

ホリバ・インスツルメンツ社（アメリカ）

堀場（中国）貿易有限公司（中国）
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以上に述べた事項の概要図は次のとおりです。
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３【事業等のリスク】

重要リスクを選定するにあたり、リスクに関するグループ規程に定めるリスク項目をベースに現業部門及び管理部

門が当社グループにおける個別のリスク項目を抽出し、各リスクについて、発生の可能性と経営への影響度において

３段階の点数付けを行っています。その後、点数化したリスク項目を整理して、当社グループにおけるリスクマップ

を作成し、リスクに関するグループの管理委員会にて協議・承認を行いました。

リスクマップに挙げた項目のうち、下図の網掛け部分に該当するリスク項目を当社グループにおける重要リスクと

位置付けて、有価証券報告書に記載しています。

なお、文中における将来に関する事項については、有価証券報告書提出日（2026年３月23日）現在、入手しうる情

報に基づいて当社グループが判断したものです。

＜当社グループのリスクマップ＞

（１）３事業部門（フィールド）に関するリスクについて

当社グループは、グローバルに培ってきたコア技術、生産能力、顧客ネットワーク、サービス能力を有機的に

組み合わせ、独自のソリューションを創出し、社会課題の解決に貢献するため、エネルギー・環境、バイオ・ヘ

ルスケア、先端材料・半導体という３フィールドの事業ポートフォリオを構成しています。個々のフィールドに

は以下のような業績変動要因があります。

① エネルギー・環境

エネルギー・環境では、エンジン排ガス測定装置や大気・水質汚染分析装置等が主力製品となっています。

そのため、排ガス・燃費規制の動向による需要の変動や、官公庁による環境関連の法的規制動向及び一般企業

の研究開発・投資動向により需要が増減することから、今後の規制・市場の動向によっては、当社グループの

財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

また、自動車の電動化やAI関連技術の進展等、自動車産業の構造変化がもたらす自動車関連メーカーの研究

開発・設備投資動向は当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。更に、自動車

開発に関するエンジニアリング・試験事業では事業の性格上、多額の固定資産を所有しています。自動車メー

カーの研究開発動向等により、固定資産の稼働率が低下した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。

当該リスクが顕在化する可能性はあり、リスクが顕在化した際の影響は大きいと認識しています。世界的に

環境問題への規制強化が進む中、特に地政学的なリスクは短期間に変化・顕在化する可能性があります。その

対応策として、行政機関から発信される最新情報の収集を継続的に行うとともに、規制適合や排ガス低減技術

開発に必要なエンジン排ガス測定装置、電動車開発に向けたアプリケーションの開発と供給に努めています。

また、各国補助金を受けた事業者が主たるユーザーとなる水素等の新エネルギーや、カーボンニュートラルと

いった領域におけるビジネスについては、各国の政策動向による補助金の打ち切り等によって、一部、リスク

事象が発生していますが、製品構成の変化、原価低減の施策に取り組んでいます。加えてコネクテッド・自動

運転車（CAV）の設計から実車検証、衝突安全や予防安全等の車両開発支援まで包括的なサポートを行う開発エ

ンジニアリング機能を増強し、自動車開発に関わる幅広い需要に応えるため事業基盤の強化に取り組んでいま

す。

環境関連においても、グループ間の情報連携を強化し、諸外国の環境関連規制動向を把握するとともに、環

境規制関連以外で使用される製品等、製品群を拡大することで、リスク低減を図っています。



― 22 ―

② バイオ・ヘルスケア

バイオ・ヘルスケアでは、血球計数装置や理化学用分析装置が主力製品となっています。今後、医療機関の

経営状況悪化や価格競争、官公庁の研究開発予算及び民間企業の研究開発や生産向けの設備投資の動向で需要

が増減し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

当該リスクが顕在化する可能性はあり、リスクが顕在化した際の影響は大きいと認識しています。対応策と

して、グループ間の情報連携を強化し、市場要求・競合他社の動向に合わせて新しい製品・事業の拡大を推進

するとともに、現地生産を含むローカライズの推進、医薬品開発や製造プロセスといった成長が見込める産業

へ、バイオ・ヘルスケアが有する様々な分析・計測技術の投入を強化することでリスクの低減に努めていま

す。

③ 先端材料・半導体

先端材料・半導体では、半導体製造装置用の流量制御機器、半導体メーカーにおける品質管理や研究開発サ

ポート機器が主力製品となっています。当社グループでは、半導体市況の変動による影響を低減するため、受

注から納品までのリードタイムの短縮や顧客ニーズに迅速に対応する体制作りに取り組んでいますが、半導体

及び半導体製造に関わる技術変化や半導体の急激な需要変動による半導体製造装置及び半導体メーカー等の設

備投資動向は、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

当該リスクが顕在化する可能性はあり、リスクが顕在化した際の影響は大きいと認識しています。対応策と

して、顧客と地理的に近い場所に拠点を置き、顧客の設備投資情報をはじめとする最新情報を収集し、市場ニ

ーズを迅速に取り込んだ開発を強化する体制を構築しています。生産体制においても需要の増減に合わせ、調

達を含めた柔軟な対応ができる体制をとることでリスクの低減に努めています。
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⑩ 基幹情報システムの停止・誤作動リスク

基幹情報システムの停止・誤作動により、受発注・在庫管理・出荷業務・会計処理等の事業活動に支障を来

し、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

当該リスクが顕在化する可能性はあり、リスクが顕在化した際の影響は大きいと認識しています。対応策と

して、基幹情報システムのバックアップ体制の整備、災害・障害発生時の代替手順を含む事業継続計画（BCP）

の策定・見直し、外部データセンターやクラウドサービスの活用、システム監視及び障害発生時の迅速な復旧

手順の整備等を進めています。

また、サイバー攻撃や不正アクセス等外部要因によるシステムトラブルを想定し、情報セキュリティ対策の

強化や従業員への教育・訓練を継続的に実施することで、当該リスクの発生防止及び影響の軽減に努めていま

す。
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④ 生産、受注及び販売の実績

ａ．生産実績

当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

セグメントの名称 生産高（百万円） 前期比（％）

エネルギー・環境 134,174 △0.6

バイオ・ヘルスケア 42,248 6.2

先端材料・半導体 148,925 6.2

合計 325,348 3.3

（注）１．金額は販売価格により算出しています。

２．当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しています。このため、前連結会計年度との比較につい

ては、変更後のセグメント区分の数値に組み替えて行っています。

ｂ．受注実績

当連結会計年度の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

セグメントの名称
受注高

（百万円）
前期比（％）

受注残高
（百万円）

前期比（％）

エネルギー・環境 125,046 △10.1 91,463 △9.3

バイオ・ヘルスケア 42,300 1.0 11,107 1.2

先端材料・半導体 151,151 10.4 50,830 △9.5

合計 318,498 0.2 153,401 △8.7

（注） 当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しています。このため、前連結会計年度との比較について

は、変更後のセグメント区分の数値に組み替えて行っています。

ｃ．販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

セグメントの名称 販売高（百万円） 前期比（％）

エネルギー・環境 134,407 5.5

バイオ・ヘルスケア 42,173 5.0

先端材料・半導体 156,500 4.5

合計 333,081 5.0

（注） 当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しています。このため、前連結会計年度との比較について

は、変更後のセグメント区分の数値に組み替えて行っています。
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（２） 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析、検討内容

経営者の視点による当社グループ経営成績等の状況に関する認識及び分析、検討内容は次のとおりです。なお、

文中における将来に関する事項については、有価証券報告書提出日（2026年３月23日）現在、入手しうる情報に

基づいて当社が判断したものです。

① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成さ

れています。この連結財務諸表の作成において採用している重要な会計方針は、「第５経理の状況 １連結財

務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項」に記載しています。

連結財務諸表の作成にあたって、会計上の見積りを必要とする繰延税金資産、貸倒引当金、製品保証引当金、

棚卸資産の評価、固定資産の減損、退職給付に係る会計処理等については、過去の実績や当該事象の状況を勘

案して、合理的と考えられる方法に基づき見積り及び判断をしています。ただし、見積り特有の不確実性があ

るため、実際の結果は異なる場合があります。

連結財務諸表の作成にあたって用いた重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、翌連結会

計年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるものについては、「第５経理の状況 １連結財務諸

表等 （１）連結財務諸表 注記事項 重要な会計上の見積り」に記載しています。

② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析、検討内容

ａ．経営成績等

当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析につきましては「第２事業の状況 ４経営者によ

る財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 （１）経営成績等の状況の概要」に記載してい

ます。

ｂ．経営成績に重要な影響を与える要因について

経営成績に重要な影響を与える要因につきましては「第２事業の状況 ３事業等のリスク」に記載していま

す。

ｃ．資本の財源及び資金の流動性の分析

当社グループの財務政策は、資産構成に合わせた最適な資金調達を行うことを基本方針としています。事業

成長に向けた投資資金需要に対しては、その投資の内容に加え、資本コスト、資金調達環境及び条件、自己資

本比率、手許流動性の水準等を総合的に勘案し、長期的な企業価値向上に最も資すると考える方法により対応

しています。運転資金需要に対しては、内部留保や短期借入等により対応しています。借入については、主に

社債の発行や金融機関からの調達です。なお、連結子会社が資金調達を実施する際には、グローバルな資金効

率を向上させる観点から、グループ内で資金融通を行う一方、経営規律向上、ガバナンス強化を目的として、

金融機関からの借入も実施させています。

ｄ．経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社グループは、2028年度を目標年度とする中長期経営計画「MLMAP2028（Mid-Long Term Management Plan

2028）」を2024年２月に策定し、連結売上高4,500億円、営業利益800億円、ROE（自己資本当期純利益率）12％

以上をめざしています。

当連結会計年度における経営成績は、主にエネルギー・環境と先端材料・半導体において販売が増加し、売

上高は3,330億円、営業利益は530億円、ROE（自己資本当期純利益率）は11.2％となりました。MLMAP2028達成

に向けて、引き続き諸施策を推し進めます。達成に向けた施策及び当連結会計年度における取り組みにつきま

しては、「第２事業の状況 １経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 （３）中長期的な会社の経営戦略

及び会社の対処すべき課題」に記載しています。

５【重要な契約等】

該当事項はありません。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「オープン＆フェア」を基本理念に、国際社会に通用するガバナンス体制を構築するため、経営環

境の変化に迅速に対応できる組織体制の整備、経営監視機能の向上やコンプライアンスに係る体制強化を図る

とともに、株主をはじめ、お客様、従業員、地域社会等のステークホルダーと良好な関係を築くように努めま

す。また、情報開示を適切に行うほか、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との建

設的な対話を積極的に進めます。

② コーポレート・ガバナンスの体制

ａ．コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び同体制を採用する理由

当社は、会社法に定める機関設計のうち、「監査役会設置会社」を選択しています。

取締役会は、現在、取締役９名（うち、女性１名、外国人１名）で構成され、社外取締役３名は株式会社東

京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。取締役会は、少人数で活発

に議論し、迅速に意思決定を行っています。また、任意の指名報酬委員会（社外取締役を過半数の構成員とし、

委員長は社外取締役が務める。）を設置し、取締役の指名及び報酬の意思決定手続きにおける客観性と透明性

を確保しています。

取締役であるグループCEO・グループCOO・社長の指示・監督のもとで、業務執行を円滑かつ機動的に行うた

め、執行役員（コーポレートオフィサー）制度を1998年より導入しています。執行役員は当社業務執行部門や

国内外の当社グループ会社を監督し、業務の執行を行う等、活躍しています。なお、2026年４月には、執行役

員の人数は、23名（うち、女性２名、外国人９名）となる予定です。また、当社グループの経営戦略と事業戦

略の立案、その進捗、また中長期経営計画や年次予算について討議することを目的に、国内外の当社グループ

会社における経営責任者や事業責任者が一堂に会するグローバルマネジメント会議を定期的に開催しているほ

か、取締役会で決定すべき重要事項以外の業務執行の事項等について議論と審議を行うため毎月２～４回経営

会議等を開催しており、機動的かつ適切な業務遂行を促し、適正な業務執行に関する監督機能を強化するため

の仕組みを整備しています。

監査役会は、現在、監査役３名（うち、女性１名）で構成され、社外監査役２名は株式会社東京証券取引所

の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。監査役会は、会計監査人や内部監査部門、

社外取締役と連携して、取締役会による業務執行の監査・モニタリングを客観的かつ適正に行っています。内

部監査部門としては、代表取締役副会長兼グループCOO直属かつ他部門から独立した組織のグループ経営監査室

を設置し、当社及びグループ会社における業務活動が法令、定款及び社内ルールに基づき適法かつ公正に運営

されているかの検証及び改善のための助言、勧告活動を行っています。会計監査人については、有限責任 あず

さ監査法人に依頼しており、監査役会及びグループ経営監査室と連携し、監査計画及び監査結果の報告ととも

に、必要な情報交換を行い、監査を実施しています。

各機関がそれぞれの役割を果たし、連携しあうことで、当社のコーポレート・ガバナンスの現在の体制は有

効に機能しているものと考えています。
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※１グローバルマネジメント会議:当社グループの経営戦略と事業戦略の立案、その進捗、また中長期経営計画や年次予算について

討議することを目的に、国内外の当社グループ会社における経営責任者や事業責任者が一堂に会する会議を開催しています。

※２IMS:Integrated Management System

※３事業継続マネジメントシステム（ISO22301）の認証を、2024年11月に自主返上いたしました。
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（注１）業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役

のみならず、執行役員、使用人を含む。監査役は含まれない。

（注２）当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品又はサービスを提供している

取引先グループ（直接の取引先、その親会社及び子会社並びに当該親会社の子会社から成る企業集団を

いう。以下同じ）であって、直近事業年度における取引額が、当該グループの年間連結売上高の５％以

上の者

（注３）当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループ

であって、直近事業年度における取引額が、当社グループの年間連結売上高の２％以上の者

（注４）多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭そ

の他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直

近事業年度における総収入額の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）。

（注５）一定額を超える寄附又は助成とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の直近事業年度

における総収入額の２％のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう。

（注６）主要な金融機関とは、直前事業年度末における全借入れ額が当社の連結総資産の２％を超える金融機

関をいう。

（注７）主要株主とは、議決権保有割合10％以上（直接保有、間接保有の双方を含む）の株主をいう。

（注８）重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管

理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属す

る者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び

監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。

（注９）近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内

部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受け、

必要に応じて当社の経営に対する貴重な指摘、意見を述べています。

社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、会計監査人から適時報告を受け、情報交換、意見交

換を行っています。また、内部監査部門と連携を深め、情報交換を通して、監査内容のより一層の質と量の向

上をめざしています。
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（譲渡制限付株式報酬、事後交付型株式報酬）

当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え

るとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式、事後交付型

株式を割り当てる株式報酬を支給しています。各対象者別の株式の割当数については、各対象者の役職等に応

じて、取締役会にて決定します。

なお、取締役会の決定にあたっては、指名報酬委員会に対する諮問その他の手続きを経ることとします。

（当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会等の活動内容）

当事業年度における取締役の報酬の額については、2025年３月29日開催の取締役会において審議、決定して

います。また、監査役の報酬の額については、2025年３月29日開催の監査役会において、監査役報酬の具体的

分配について協議を行い、決定しました。

（役員報酬に関する株主総会の決議）

取締役の報酬限度額は、2025年３月29日開催の第87回定時株主総会において年額1,600百万円以内（うち社外

取締役分50百万円以内、また使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決議されました。なお、この報

酬限度額の内訳は、当社グループのROE(Return on Equity、自己資本利益率)に連動する報酬として、上限

1,200百万円、下限０円、定期同額給与等の基本報酬として400百万円以内としています（ただし、業績への連

動を排除し社外取締役に対する報酬は定期同額給与等の基本報酬のみとする）。

また、2022年３月26日開催の第84回定時株主総会において、決議された長期インセンティブとしての当社の

取締役（社外取締役を除く）への株式報酬（譲渡制限付株式、事後交付型株式に対する上限金額は年額200百万

円以内）としています。

監査役の報酬限度額は、2007年３月24日開催の第69回定時株主総会において決議された、年額50百万円以内

としています。

② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる
役員の員数
（名）基本報酬

（注）１
業績連動給与

長期
インセンティブ

（注）２

取締役
（社外取締役を除く）

1,153 214 820 118
7

（注）３

監査役
（社外監査役を除く）

18 18 - - 1

社外役員 47 47 - - 5

（注）１．取締役の報酬の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。

２．長期インセンティブは譲渡制限付株式報酬、事後交付型株式報酬です。

３．対象役員には、当事業年度中に退任した役員１名を含んでいます。
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（５）【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純

投資目的とは株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることのみを目的とする場合とし、そ

れ以外の目的で保有する株式は全て純投資目的以外の株式としています。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

当社は、持続的に成長していくために様々な企業との協力関係が必要であると考えています。そのため、事

業戦略、取引先との関係強化、地域社会との関係維持等を総合的に勘案して株式の保有を判断します。取締役

会は、毎年、政策保有株式の保有規模が不適切でないかを確認したうえで、個別の株式についても保有目的に

照らして適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コスト等に見合っているかを確認することで、保有の適否を

検証しています。なお、保有の妥当性が認められないと考えられる場合には縮減する等見直していきます。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 23 84

非上場株式以外の株式 24 16,185

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る
取得価額の合計額（百万円）

株式数の増加の理由

非上場株式 - - ―

非上場株式以外の株式 4 45
取引先持株会での定期買付による
ものです。

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る
売却価額の合計額（百万円）

非上場株式 - -

非上場株式以外の株式 1 3
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１ 【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 144,272 162,339

受取手形、売掛金及び契約資産 ※１ 82,582 ※１ 82,192

有価証券 2,062 2,228

商品及び製品 33,575 31,652

仕掛品 24,646 24,325

原材料及び貯蔵品 39,456 38,765

その他 13,013 12,306

貸倒引当金 △2,808 △1,580

流動資産合計 336,801 352,229

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 55,958 62,833

機械装置及び運搬具（純額） ※４ 18,446 ※４ 19,491

土地 21,340 22,333

建設仮勘定 12,315 21,734

その他（純額） ※４ 4,912 ※４ 5,753

有形固定資産合計 ※２ 112,972 ※２ 132,147

無形固定資産

のれん 1,061 1,984

ソフトウエア 978 861

借地権 1,475 1,419

その他 1,968 2,179

無形固定資産合計 5,483 6,445

投資その他の資産

投資有価証券 ※３ 16,014 ※３ 17,126

退職給付に係る資産 1,749 2,855

繰延税金資産 7,100 5,975

その他 1,538 1,553

貸倒引当金 △45 △53

投資その他の資産合計 26,358 27,457

固定資産合計 144,814 166,050

資産合計 481,616 518,279
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 20,321 19,595

短期借入金 9,013 12,189

１年内償還予定の社債 - 15,000

未払金 23,345 25,755

未払法人税等 7,997 5,554

契約負債 25,387 23,575

賞与引当金 2,747 3,438

製品保証引当金 3,832 3,643

事業構造改善引当金 - 1,219

環境対策引当金 - 320

その他 7,638 7,686

流動負債合計 100,283 117,978

固定負債

社債 30,000 15,000

長期借入金 25,391 24,294

環境対策引当金 - 44

繰延税金負債 739 866

退職給付に係る負債 2,074 2,366

その他 8,421 9,088

固定負債合計 66,627 51,660

負債合計 166,911 169,639

純資産の部

株主資本

資本金 12,011 12,011

資本剰余金 18,624 18,624

利益剰余金 241,826 267,469

自己株式 △2,841 △2,402

株主資本合計 269,621 295,703

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,901 8,622

為替換算調整勘定 37,112 42,725

退職給付に係る調整累計額 382 930

その他の包括利益累計額合計 44,395 52,278

新株予約権 673 621

非支配株主持分 14 37

純資産合計 314,704 348,640

負債純資産合計 481,616 518,279
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

売上高 ※１ 317,369 ※１ 333,081

売上原価 ※２ 180,514 ※２ 186,722

売上総利益 136,854 146,359

販売費及び一般管理費 ※３,※４ 88,514 ※３,※４ 93,318

営業利益 48,340 53,040

営業外収益

受取利息 2,428 2,219

受取配当金 355 391

助成金収入 462 309

雑収入 417 296

営業外収益合計 3,663 3,218

営業外費用

支払利息 924 852

為替差損 651 990

雑損失 256 188

営業外費用合計 1,832 2,031

経常利益 50,170 54,226

特別利益

固定資産売却益 ※５ 20 ※５ 71

投資有価証券売却益 - 1

特別利益合計 20 72

特別損失

固定資産売却損 ※６ 1 ※６ 0

固定資産除却損 ※７ 53 ※７ 223

減損損失 ※８ 1,305 ※８ 998

事業構造改善費用 - ※９ 1,342

環境対策費 - ※10 597

のれん償却額 - ※11 51

災害による損失 - ※12 3

特別損失合計 1,359 3,217

税金等調整前当期純利益 48,832 51,081

法人税、住民税及び事業税 15,759 13,736

法人税等調整額 △525 233

法人税等合計 15,233 13,970

当期純利益 33,598 37,111

非支配株主に帰属する当期純利益 6 20

親会社株主に帰属する当期純利益 33,591 37,090
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【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

当期純利益 33,598 37,111

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 51 1,720

為替換算調整勘定 14,171 5,925

退職給付に係る調整額 70 548

持分法適用会社に対する持分相当額 144 △308

その他の包括利益合計 ※ 14,437 ※ 7,885

包括利益 48,035 44,996

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 48,039 44,973

非支配株主に係る包括利益 △3 23
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 48,832 51,081

減価償却費 12,653 13,180

減損損失 1,305 998

のれん償却額 406 625

貸倒引当金の増減額（△は減少） 96 △1,462

環境対策引当金の増減額（△は減少） - 364

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） - 1,124

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 103 △2

受取利息及び受取配当金 △2,783 △2,611

支払利息 924 852

為替差損益（△は益） 22 57

固定資産売却損益（△は益） △19 △70

固定資産除却損 53 223

投資有価証券売却損益（△は益） - △1

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） △6,699 3,689

棚卸資産の増減額（△は増加） 5,794 6,028

仕入債務の増減額（△は減少） △12,095 △1,773

その他 1,518 △3,309

小計 50,113 68,995

利息及び配当金の受取額 2,857 2,624

利息の支払額 △879 △874

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △11,755 △16,362

営業活動によるキャッシュ・フロー 40,335 54,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,335 △950

定期預金の払戻による収入 3,117 1,264

有価証券の取得による支出 △1,005 △1,507

有価証券の売却及び償還による収入 1,000 1,505

有形固定資産の取得による支出 △18,152 △25,275

有形固定資産の売却による収入 92 254

無形固定資産の取得による支出 △1,295 △867

投資有価証券の取得による支出 △51 △54

投資有価証券の売却及び償還による収入 - 1,674

貸付けによる支出 △34 △76

貸付金の回収による収入 30 72

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

- △2,497

補助金の受取額 - 1,554

その他 72 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,562 △24,923
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,365 2,184

長期借入れによる収入 1,253 -

長期借入金の返済による支出 △430 △992

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,875 △1,859

自己株式の取得による支出 △5,017 △1

自己株式の処分による収入 0 0

配当金の支払額 △12,228 △11,324

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,933 △11,993

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,573 1,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,412 18,508

現金及び現金同等物の期首残高 130,550 143,963

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 143,963 ※ 162,471
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

（１） 連結子会社の状況

・連結子会社の数：46社

・主要な連結子会社の名称

「第１企業の概況 ４関係会社の状況」に記載しているため、省略しています。

2025年４月３日付で、当社の連結子会社である堀場エステック・コリア社（韓国）がEtaMax Co.,

Ltd.（韓国）の株式を取得したことに伴い、同社を連結の範囲に含めました。なお、2025年７月31日付

で、同社は堀場エステック・コリア社（韓国）に吸収合併されたことから、連結の範囲から除外してい

ます。

（２） 非連結子会社の状況

・非連結子会社の名称

株式会社ホリバコミュニティ

・連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から

除外しています。

２．持分法の適用に関する事項

（１） 持分法を適用した非連結子会社または関連会社の状況

該当事項はありません。

なお、当連結会計年度において、当社の連結子会社であるホリバMIRA社（イギリス）が持分法適用会社

であったIDV Robotics社（イギリス）の保有株式を売却したことに伴い、同社を持分法適用の範囲から除

外しています。

（２） 持分法を適用していない非連結子会社または関連会社の状況

・当該会社等の名称

株式会社ホリバコミュニティ

・持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、連結純損益及び利益剰余金等に与える影響が僅少であり、かつ、全体としても

重要性が乏しいため、持分法の適用範囲から除外しています。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しています。

４．会計方針に関する事項

（１） 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの：時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定しています。）

・市場価格のない株式等：主として移動平均法に基づく原価法

② デリバティブ：時価法

③ 棚卸資産

（原価法は、収益性の低下による簿価切下げの方法によっています。）

・商品及び製品、仕掛品：主として総平均法に基づく原価法

・原材料及び貯蔵品：主として移動平均法に基づく原価法
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（５） 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは顧客との契約から生じる収益について、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を

認識しています。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する

ステップ５：履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する

エネルギー・環境、バイオ・ヘルスケア、先端材料・半導体の３つのセグメントにおける製品の販売、

サービスの提供について、顧客との契約に基づき履行義務を識別し、通常は下記の時点で当社グループの

履行義務を充足すると判断し収益を認識しています。

① 製品の販売に係る収益

製品の販売については、顧客との契約の中で当社グループが据付等の義務を負う製品は据付等が完了

した時点、顧客との契約の中で当社グループが据付等の義務を負わない製品は着荷日に、顧客が当該製

品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断し、当該時点において収益を認識しています。

ただし、一部の工事を伴う製品等の一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義務の充足に係

る進捗度に基づき収益を認識しています。進捗度の見積りは、各報告期間の期末日までに発生した原価

が、予想される原価の合計に占める割合に基づいて行っています。

② サービスの提供に係る収益

サービスの提供に係る収益には、主に製品に関連した保証、修理、保守、移設等の業務に係る収益が

含まれ、履行義務が一時点で充足される場合にはサービス提供完了時点において、一定期間にわたり充

足される場合にはサービス提供期間にわたり定額で収益を認識しています。

取引価格は、約束した財またはサービスの顧客への移転と交換に権利を得ると見込んでいる対価の金額

であり、取引価格には重要な変動対価は含まれていません。また、主として取引価格は履行義務単位で決

定され、契約における取引価格が該当する履行義務にそのまま配分されます。

取引の対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領し、重要な金融要素は含んでいません。

（６） 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ています。なお、在外連結子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び

非支配株主持分に含めています。

（７） 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しています。また、一体処理の要件を満たす金利通貨スワップについては一体

処理を採用しています。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：為替予約取引等、金利通貨スワップ

・ヘッジ対象：外貨建予定取引、外貨建借入金

③ ヘッジ方針

社内管理規程に基づき、為替リスクを回避する目的で為替予約取引等、金利上昇リスク及び為替リス

クを回避する目的で金利通貨スワップ取引を行っています。
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（重要な会計上の見積り）

会計上の見積りにより、当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であり、翌連結会計年度

に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

固定資産の評価

（１） 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

有形固定資産 112,972 132,147

無形固定資産 5,483 6,445

減損損失 1,305 998

（２） 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 金額の算定方法

当社グループの事業用資産については、報告セグメントを基礎とした管理会計上の区分に基づき、グ

ルーピングを行っています。当連結会計年度末日現在で、固定資産が減損している可能性を示す兆候が

あるか否かを評価しています。新規事業については合理的な事業計画と比較して実績が著しく下方に乖

離していない場合には減損の兆候には当たらないと判断しています。なお、保有する資産グループに減

損の兆候がある場合に減損テストを実施し、資産グループの回収可能価額が帳簿価額を下回っている場

合には、当該資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減損します。回収可能価額は、使用価値と正

味売却価額（日本基準の場合）または処分コスト控除後の公正価値（国際財務報告基準の場合）を比較

し、いずれか高い方を採用しています。

② 見積りの算出に用いた主な仮定

使用価値は経営者により作成された事業計画を基礎として、算定しています。また、使用価値の算定

に用いる割引率は、加重平均資本コストを基に算定しています。

正味売却価額または処分コスト控除後の公正価値は、外部の専門家から入手した不動産鑑定書等に基

づき算定しています。

③ 翌連結会計年度に与える影響

使用価値の算定に利用した経営者により作成された事業計画等の見直しが必要となった場合や、正味

売却価額または処分コスト控除後の公正価値の算定に利用した不動産鑑定評価等に下落が生じた場合に

は、翌連結会計年度において固定資産の評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。

なお、当連結会計年度における計上額は、注記事項（連結損益計算書関係）の「※８ 減損損失」に

記載しています。
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（連結貸借対照表関係）

※１ 受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ

以下のとおりです。なお、顧客との契約以外から生じた債権は、その金額に重要性がないため、「顧客と

の契約から生じた債権」に含めて表示しています。

前連結会計年度
（2024年12月31日）

当連結会計年度
（2025年12月31日）

受取手形 10,372百万円 9,581百万円

売掛金 67,945 68,546

契約資産 4,264 4,064

※２ 有形固定資産から直接控除した減価償却累計額

前連結会計年度
（2024年12月31日）

当連結会計年度
（2025年12月31日）

95,180百万円 105,743百万円

※３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりです。

前連結会計年度
（2024年12月31日）

当連結会計年度
（2025年12月31日）

投資有価証券（株式） 1,613百万円 32百万円

※４ 国庫補助金等の受入による有形固定資産の圧縮記帳額

機械装置及び運搬具

前連結会計年度
（2024年12月31日）

当連結会計年度
（2025年12月31日）

圧縮記帳累計額 39百万円 39百万円

その他

前連結会計年度
（2024年12月31日）

当連結会計年度
（2025年12月31日）

圧縮記帳累計額 9百万円 9百万円
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（連結損益計算書関係）

※１ 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載していません。

顧客との契約から生じる収益の金額は、「第５経理の状況 １連結財務諸表等 （１）連結財務諸表

注記事項 収益認識関係 １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しています。

※２ 期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれて

います。なお、金額は戻入額と相殺した後のものです。

前連結会計年度
（自 2024年１月１日
至 2024年12月31日）

当連結会計年度
（自 2025年１月１日
至 2025年12月31日）

576百万円 △96百万円

※３ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。

前連結会計年度
（自 2024年１月１日
至 2024年12月31日）

当連結会計年度
（自 2025年１月１日
至 2025年12月31日）

給料手当 28,735百万円 30,960百万円

研究開発費 22,980 24,688

退職給付費用 930 1,021

賞与引当金繰入額 1,868 1,888

貸倒引当金繰入額 314 7

※４ 一般管理費に含まれる研究開発費

前連結会計年度
（自 2024年１月１日
至 2024年12月31日）

当連結会計年度
（自 2025年１月１日
至 2025年12月31日）

22,980百万円 24,688百万円

※５ 固定資産売却益の内容は次のとおりです。

前連結会計年度
（自 2024年１月１日
至 2024年12月31日）

当連結会計年度
（自 2025年１月１日
至 2025年12月31日）

機械装置及び運搬具 8百万円 5百万円

土地 － 26

その他 12 39

計 20 71

※６ 固定資産売却損の内容は次のとおりです。

前連結会計年度
（自 2024年１月１日
至 2024年12月31日）

当連結会計年度
（自 2025年１月１日
至 2025年12月31日）

機械装置及び運搬具 0百万円 0百万円

その他 0 0

計 1 0
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（１） 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性を重視した運用をする一方、資金調達については主に銀

行借入や社債発行によっています。デリバティブは、為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するた

めに利用し、投機的な取引は行わない方針です。

（２） 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、

期日管理、残高管理を行うとともに顧客の財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握を図る等、その

軽減に努めています。

営業債務である支払手形及び買掛金は、多くが１年以内の支払期日です。

これらの営業債権債務のうち一部には外貨建のものがあり為替の変動リスクに晒されていますが、外

貨建の営業債権債務の相殺や先物為替予約の利用等により、リスクの軽減に努めています。

有価証券は、主に債券等の流動性の高い短期投資です。また、投資有価証券は、主に業務上の関係を

有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、一定金額以上の株式取得、売却

については取締役会での詳細な検討を行うとともに、株式の時価情報は適宜経営陣への報告を徹底して

リスクの軽減に努めています。

借入金のうち短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は、主に設備

資金及び運転資金に係る資金調達です。

営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、資金収支計画を作成する等の方法によりリ

スクの軽減に努めています。

デリバティブ取引は、外貨建債権債務の残高の範囲内で為替予約取引を実施しているほか、輸出入に

かかる予定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建債権債務に対して先物為替予約を行っていま

す。また、借入金の残高の範囲内で金利変動リスク及び為替変動リスク回避のため、金利スワップ取引

や金利通貨スワップ取引を実施し、投機的な取引は行わない方針です。

（３） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することもあります。また、「第５経理の状況 １連結財務諸表等 （１）連

結財務諸表 注記事項 デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等について

は、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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８．組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下「組織再編行為」）をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株

予約権（以下「残存新株予約権」）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第

１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」）の新株予約権を以下の条件に基づき、そ

れぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併

契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしま

す。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の株を交付するものとします。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する再

編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記（「新株予約権の目的となる株式の

数」）に準じて決定します。

③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新

株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権を

行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たりの金額を１円とします。

④ 新株予約権の行使期間

前記（「新株予約権の行使期間」）に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうち何れか遅い日から、前記（「新株予約権の行使期間」）に定める新株予約権の行使

期間の満了日までとします。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記（「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」）に準じて決定

します。

⑥ 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしま

す。

⑦ 新株予約権の取得に関する事項

前記「新株予約権の行使期間」に定める期間中といえども、新株予約権者が次の事項に該当した場合、当

社は当社の取締役会が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得することができるものとします。

ａ．新株予約権者が前記（「新株予約権の行使の条件」）の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予

約権を行使できなくなった場合。

ｂ．当社が消滅会社となる吸収合併に関する議案が当社の株主総会（株主総会決議が不要な場合は当社の取締

役会）において決議された場合。

ｃ．当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転に関する議案が当社の株主総会（株主総会決議が不要な場

合は当社の取締役会）において決議された場合。

ｄ．吸収分割、新設分割に関する議案が当社の株主総会において決議され、これにより新株予約権を無償で取

得することが妥当であると当社の取締役会が認めた場合。

（追加情報）

「第４提出会社の状況 １株式等の状況 （２）新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内

容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しています。
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当連結会計年度（2025年12月31日）
（単位：百万円）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の
繰越欠損金
（注）１

41 － 11 － 51 9,909 10,013

評価性引当額 △41 － △11 － △51 △8,942 △9,046

繰延税金資産 － － － － － 966
（注）２

966
（注）１．税務上の繰越欠損金については、法定実効税率を乗じた額です。

２．税務上の繰越欠損金（法定実効税率を乗じた額）について、繰延税金資産を966百万円計上していま

す。

当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分に

ついては評価性引当額を認識していません。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

法定実効税率 法定実効税率と税効果会計
適用後の法人税等の負担率
との間の差異が法定実効税
率の100分の５以下であるた
め注記を省略しています。

30.5 ％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.3

住民税均等割 0.1

外国子会社からの配当等の源泉税 1.3

評価性引当額増減 1.2

在外子会社との税率差異 △2.0

税額控除 △5.7

税率変更による期末繰延税金資産の修正 △0.2

在外子会社の留保利益 △0.3

その他 1.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.3

３．法人税等の税率の変更による影響

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、

2026年４月１日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2027年１月１日に開始する

連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、従来の30.54％から31.43％に変更となります。

なお、この税率変更による影響は軽微です。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

① 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものになります。

当社は、３つの事業を主体として、グローバルに事業展開を行っており、各事業のリーダーが、国内及び海

外の包括的な戦略を立案、統括し、事業活動を展開しています。

報告セグメントは製品、サービス別に構成されており、「エネルギー・環境」「バイオ・ヘルスケア」「先

端材料・半導体」の３つを定めています。

各セグメントに属する主要製品、サービスは、下記のとおりです。

セグメント 主要製品、サービス

エネルギー・環境

エンジン排ガス測定装置、使用過程車用排ガス測定器、車載型排ガス測定装置、

ドライブラインテストシステム、エンジンテストシステム、

ブレーキテストシステム、テストオートメーション、燃料電池試験装置、

バッテリー試験装置、車両開発エンジニアリング、試験エンジニアリング、

研究開発棟リース、煙道排ガス分析装置、水質計測装置、

大気汚染監視用分析装置、環境放射線測定器、プロセス計測設備、

粒子径分布測定装置、蛍光X線分析装置、ラマン分光分析装置

バイオ・ヘルスケア

血球計数装置、免疫測定装置、生化学用検査装置、血糖値検査装置、

リモートモニタリングサービス、粒子径分布測定装置、蛍光X線分析装置、

ラマン分光分析装置、蛍光分光・寿命測定装置、分光器・検出器、

グレーティング（回折格子）

先端材料・半導体

マスフローコントローラー、薬液濃度モニター、半導体異物検査装置、

残留ガス分析装置、粒子径分布測定装置、蛍光X線分析装置、元素分析装置、

ラマン分光分析装置、蛍光分光・寿命測定装置、分光器・検出器、

グレーティング（回折格子）

② 報告セグメントの変更等に関する事項

2024年２月14日に公表した中長期経営計画「MLMAP2028」において設定した３つの注力フィールドの推進体制

を整備すべく、社内体制を見直しました。これに伴い、当連結会計年度の期首より、報告セグメントを従来の

「自動車」「環境・プロセス」「医用」「半導体」「科学」から「エネルギー・環境」「バイオ・ヘルスケ

ア」「先端材料・半導体」の３事業部門（フィールド）に変更しています。なお、これらのセグメント変更に

伴い、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後のセグメント区分に基づき作成したものを記載していま

す。

③ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「第５経理の状況 １連結財務諸表等 （１）連結財

務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に準拠しています。

報告セグメントの利益は、営業利益をベースとした数値です。
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（２）【その他】

当連結会計年度における半期情報等

中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高（百万円） 148,943 333,081

税金等調整前中間（当期）
純利益金額（百万円）

22,486 51,081

親会社株主に帰属する中間
（当期）純利益金額（百万円）

15,859 37,090

１株当たり中間（当期）
純利益金額（円）

377.91 883.50
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２ 【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(2024年12月31日)

当事業年度
(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 41,420 48,561

受取手形 4,576 3,725

売掛金及び契約資産 ※２ 17,276 ※２ 17,541

有価証券 2,000 2,002

商品及び製品 2,075 2,006

仕掛品 7,273 8,082

原材料及び貯蔵品 3,201 2,843

未収入金 ※２ 12,851 ※２ 13,059

その他 ※２ 1,045 ※２ 1,363

貸倒引当金 △15 △5

流動資産合計 91,706 99,181

固定資産

有形固定資産

建物 9,621 9,788

構築物 374 351

機械及び装置 ※１ 1,042 ※１ 1,017

車両運搬具 65 57

工具、器具及び備品 ※１ 1,154 ※１ 1,463

土地 8,950 8,966

建設仮勘定 341 9,978

有形固定資産合計 21,549 31,624

無形固定資産

ソフトウエア 241 156

その他 327 86

無形固定資産合計 568 242

投資その他の資産

投資有価証券 13,593 16,269

関係会社株式 82,517 82,508

関係会社出資金 3,735 3,735

関係会社長期貸付金 234 -

その他 ※２ 1,631 ※２ 1,732

貸倒引当金 △37 △37

投資その他の資産合計 101,673 104,207

固定資産合計 123,792 136,074

資産合計 215,499 235,256
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(単位：百万円)

前事業年度
(2024年12月31日)

当事業年度
(2025年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 34 27

電子記録債務 ※２ 4,375 ※２ 5,290

買掛金 ※２ 5,567 ※２ 5,243

１年内償還予定の社債 - 15,000

未払金 ※２ 11,273 ※２ 10,724

未払費用 1,109 1,314

未払法人税等 1,928 969

契約負債 2,851 2,261

賞与引当金 136 146

製品保証引当金 411 445

環境対策引当金 - 320

その他 1,010 220

流動負債合計 28,699 41,962

固定負債

社債 30,000 15,000

長期借入金 20,000 20,000

債務保証損失引当金 4,662 9,858

環境対策引当金 - 44

繰延税金負債 879 1,633

その他 552 503

固定負債合計 56,094 47,038

負債合計 84,794 89,001

純資産の部

株主資本

資本金 12,011 12,011

資本剰余金

資本準備金 18,612 18,612

資本剰余金合計 18,612 18,612

利益剰余金

利益準備金 817 817

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 21 20

別途積立金 82,989 82,989

繰越利益剰余金 11,901 25,340

利益剰余金合計 95,729 109,167

自己株式 △2,841 △2,402

株主資本合計 123,511 137,389

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,520 8,244

評価・換算差額等合計 6,520 8,244

新株予約権 673 621

純資産合計 130,705 146,254

負債純資産合計 215,499 235,256
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②【損益計算書】

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

売上高 ※１ 60,938 ※１ 63,679

売上原価 ※１ 37,121 ※１ 37,172

売上総利益 23,816 26,507

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 17,684 ※１,※２ 19,369

営業利益 6,131 7,138

営業外収益

受取利息 ※１ 99 ※１ 183

受取配当金 ※１ 16,699 ※１ 25,565

雑収入 ※１ 3,018 ※１ 3,307

営業外収益合計 19,817 29,057

営業外費用

支払利息 ※１ 144 ※１ 78

社債利息 67 67

為替差損 194 234

雑損失 ※１ 2,791 ※１ 2,951

営業外費用合計 3,198 3,332

経常利益 22,750 32,863

特別利益

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 - 1

債務保証損失引当金戻入額 - ※５ 196

特別利益合計 0 197

特別損失

固定資産売却損 0 -

固定資産除却損 6 102

減損損失 - 513

関係会社株式評価損 ※３ 4,875 -

債務保証損失引当金繰入額 ※４ 2,450 ※４ 5,392

環境対策費 - 597

特別損失合計 7,333 6,605

税引前当期純利益 15,416 26,456

法人税、住民税及び事業税 1,856 1,724

法人税等調整額 △65 △154

法人税等合計 1,790 1,570

当期純利益 13,626 24,885
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（４） 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

当事業年度末において発生していると認められる額を計上しています。なお、退職給付債務の算定にあた

り、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によってい

ます。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法

により翌事業年度から費用処理することとしています。

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理

の方法と異なっています。

（５） 債務保証損失引当金

関係会社への債務超過に係る損失に備えるため、当該関係会社の財務状態等を勘案し、必要と認められ

る額を計上しています。

（６） 環境対策引当金

土壌汚染対策等の環境対策に係る費用に備えるため、その発生見込額を計上しています。

４．収益及び費用の計上基準

当社は顧客との契約から生じる収益について、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識していま

す。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する

ステップ５：履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する

エネルギー・環境、バイオ・ヘルスケア、先端材料・半導体の３つのセグメントにおける製品の販売、サー

ビスの提供について、顧客との契約に基づき履行義務を識別し、通常は下記の時点で当社の履行義務を充足す

ると判断し収益を認識しています。

（１） 製品の販売に係る収益

製品の販売については、顧客との契約の中で当社が据付等の義務を負う製品は据付等が完了した時点、

顧客との契約の中で当社が据付等の義務を負わない製品は着荷日に、顧客が当該製品に対する支配を獲得

し、履行義務が充足されると判断し、当該時点において収益を認識しています。

ただし、一部の工事を伴う製品等の一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義務の充足に係る

進捗度に基づき収益を認識しています。進捗度の見積りは、各報告期間の期末日までに発生した原価が、

予想される原価の合計に占める割合に基づいて行っています。

（２） サービスの提供に係る収益

サービスの提供に係る収益には、主に製品に関連した保証、修理、保守、移設等の業務に係る収益が含

まれ、履行義務が一時点で充足される場合にはサービス提供完了時点において、一定期間にわたり充足さ

れる場合にはサービス提供期間にわたり定額で収益を認識しています。

取引価格は、約束した財またはサービスの顧客への移転と交換に権利を得ると見込んでいる対価の金額であ

り、取引価格には重要な変動対価は含まれていません。また、主として取引価格は履行義務単位で決定され、

契約における取引価格が該当する履行義務にそのまま配分されます。

取引の対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領し、重要な金融要素は含んでいません。
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５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理していま

す。

６．重要なヘッジ会計の方法

（１） ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しています。また、一体処理の要件を満たす金利通貨スワップについては一体処

理を採用しています。

（２） ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：為替予約取引等、金利通貨スワップ

・ヘッジ対象：外貨建予定取引、外貨建借入金

（３） ヘッジ方針

社内管理規程に基づき、為替リスクを回避する目的で為替予約取引等、金利上昇リスク及び為替リスク

を回避する目的で金利通貨スワップ取引を行っています。

（４） ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象の時価の変動の累計とヘッジ手段の時価の変動の累計を比較することにより、有効性を評価

しています。また、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が同一である場合には、有効性の評価を省略し

ています。

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（１） グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しています。

（２） グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用

当社は、グループ通算制度を適用しており、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開

示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告

第42号 2021年８月12日）に従っています。

（会計方針の変更）

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下

「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しています。

法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取

扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
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（貸借対照表関係）

※１ 国庫補助金等の受入による有形固定資産の圧縮記帳額

機械及び装置

前事業年度
（2024年12月31日）

当事業年度
（2025年12月31日）

圧縮記帳累計額 39百万円 39百万円

工具、器具及び備品

前事業年度
（2024年12月31日）

当事業年度
（2025年12月31日）

圧縮記帳累計額 9百万円 9百万円

※２ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示されたものを除く）

前事業年度
（2024年12月31日）

当事業年度
（2025年12月31日）

短期金銭債権 19,355百万円 19,435百万円

長期金銭債権 108 75

短期金銭債務 7,888 7,828

３ 保証債務

下記会社等の銀行借入等に対して、保証を行っています。

なお、下記の金額は、保証総額から債務保証損失引当金の額を控除しています。

前事業年度
（2024年12月31日）

当事業年度
（2025年12月31日）

ホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ） 33,778百万円 ホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ） 37,730百万円

堀場儀器（上海）有限公司
（中国）

4,496
堀場儀器（上海）有限公司
（中国）

4,057

ホリバMIRA社（イギリス） 2,847 ホリバ・インド社（インド） 3,194

ホリバ・インド社（インド） 2,124 ホリバMIRA社（イギリス） 1,862

堀場（中国）貿易有限公司
（中国）

922
ホリバ・テストオートメーション社
（イギリス）

1,126

ホリバ・インスツルメンツ社
（アメリカ）

745
堀場エステック・コリア社
（韓国）

656

ホリバ・テストオートメーション社
（イギリス）

725
ホリバ・インスツルメンツ社
（アメリカ）

459

ホリバ・UK社（イギリス） 716
堀場（中国）貿易有限公司
（中国）

346

ホリバ・ジョバンイボン社
（ドイツ）

143
ホリバ・ジョバンイボン社
（ドイツ）

205

ホリバ・インスツルメンツ社
（シンガポール）

124
堀場アドバンスドテクノ・フランス
社（フランス）

147

堀場アドバンスドテクノ・フランス
社（フランス）

82
ホリバ・インスツルメンツ社
（シンガポール）

43

ホリバ・タイ社（タイ） 12 ホリバ・タイ社（タイ） 36

ホリバ・UK社（イギリス） 21

計 46,718 計 49,888
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（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

（単位：百万円）

区分 前事業年度 当事業年度

子会社株式 82,517 82,508

子会社出資金 3,735 3,735

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度
（2024年12月31日）

当事業年度
（2025年12月31日）

繰延税金資産

未払事業税 151百万円 96百万円

試作品 102 10

棚卸資産評価損 225 217

貸倒引当金 16 13

賞与引当金 41 44

製品保証引当金 125 135

未払役員退職慰労金 127 128

減価償却超過額 249 199

減損損失 100 213

投資有価証券評価損 69 71

関係会社株式評価損 3,791 3,902

債務保証損失引当金 1,423 3,098

研究開発費 829 987

その他 465 555

小計 7,720 9,675

評価性引当額 △5,594 △7,339

繰延税金資産合計 2,125 2,336

繰延税金負債

圧縮積立金 △9 △9

その他有価証券評価差額金 △2,790 △3,699

その他 △205 △261

繰延税金負債合計 △3,005 △3,970

繰延税金資産（負債）の純額 △879 △1,633

（表示方法の変更）

前事業年度において「その他」に含めていた、「研究開発費」は重要性が増したため、当事業年度より独立掲

記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組み替えを行っています。

この結果、前事業年度の「その他」1,294百万円は、「研究開発費」829百万円及び「その他」465百万円として組

み替えています。
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

前事業年度
（2024年12月31日）

当事業年度
（2025年12月31日）

法定実効税率 30.5％ 30.5％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 0.4

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △32.4 △28.7

住民税均等割 0.2 0.1

外国子会社からの配当等の源泉税 0.4 2.2

評価性引当額増減 15.6 5.8

税額控除 △5.4 △3.9

外国子会社合算税制 2.0 0.2

その他 0.5 △0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 11.6 5.9

（表示方法の変更）

前事業年度において「その他」に含めていた、「外国子会社からの配当等の源泉税」は重要性が増したため、

当事業年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組み替えを行

っています。

この結果、前事業年度の「その他」0.9％は、「外国子会社からの配当等の源泉税」0.4％及び「その他」0.5％

として組み替えています。

３．法人税等の税率の変更による影響

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、

2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2027年１月１日に開始する

事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、従来の30.54％から31.43％に変更となります。

なお、この税率変更による影響は軽微です。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第５経理の状況 ２財務諸表等 注記事

項 重要な会計方針 ４．収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略していま

す。
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（重要な後発事象）

連結子会社に対する増資

当社は、2026年１月26日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）

に対する増資を行うことを決議し、2026年１月30日に払込を完了しました。

本増資は、当社グループ内で持分割合に応じて実施しています。

なお、ホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）の出資比率は当社が75％を直接保有し、当社の連結子会社であるホリ

バ・ヨーロッパ・ホールディング社（フランス）が25％を保有しており、当社グループ持分は100％です。

増資の概要

（１）増資の目的 運転資金の確保及び財務基盤の強化

（２）子会社の名称 ホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）

（３）事業の内容 計測機器の開発、製造、販売、サービス

（４）増資総額 60.0百万ユーロ（10,800百万円）

（５）払込者及び金額 当社 45.0百万ユーロ（8,100百万円）

ホリバ・ヨーロッパ・ホールディング社（フランス）

15.0百万ユーロ（2,700百万円）

（注）円換算額は便宜上、１ユーロ＝180円で換算しています。













売上高の期間帰属の適切性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社堀場製作所及び連結子会社は、主に測定機器
の製造、販売及びサービスの提供を行っている。当連結
会計年度の売上高は333,081百万円であり、注記事項
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
４．会計方針に関する事項（５）重要な収益及び費用の
計上基準に記載のとおり、顧客との契約の中で据付等の
義務を負う製品は据付等が完了した時点、据付等の義務
を負わない製品は着荷日に、顧客が当該製品に対する支
配を獲得し、履行義務が充足されると判断し、当該時点
において収益を認識している。

据付等の義務を負う製品売上については、１案件当た
りの金額が相対的に大きくなる傾向にあり、製品の納入
から据付等の完了までに要する期間は製品の種類や顧客
と合意した仕様によって異なるため一律ではない。顧客
への販売条件の関係で、特に期末月に製品の据付等の完
了が多く発生することから、期末月において売上高が不
適切な会計期間に認識されるリスクが存在する。

以上から、当監査法人は、売上高の期間帰属の適切性
の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において
特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当す
ると判断した。

当監査法人は、売上高の期間帰属の適切性を検討する
ため、主に以下の手続を実施した。これには一部の連結
子会社の監査人を関与させ、当該各監査人への指揮、監
督及びその作業の査閲を行うことが含まれる。
(1) 内部統制の評価
販売プロセスに関連する内部統制の整備状況及び運用

状況の有効性を評価した。評価に当たっては、製品の据
付等の完了が確認できる証憑と照合することにより、適
切な会計期間に帰属した売上高であることを確認する統
制に特に焦点を当てた。
(2) 売上高の期間帰属の適切性の検討
株式会社堀場製作所の売上高が適切な会計期間に計上

されているか否かを検討するため、期間帰属の適切性が
損なわれるリスクが高い期末月の売上高について、以下
を含む監査手続を実施した。
・売上金額、受注日から売上計上日までの期間等に着目

した分析を行い、当該分析の結果を踏まえ、データの
相互関係が通常の状況から一定程度乖離する取引を抽
出し、抽出した取引について、取引記録と注文書、検
収完了書等の関連証憑と照合した。

・日別の取引データから例外的な取引額となっている日
を特定し、当該日の取引について取引記録と注文書、
検収完了書等の関連証憑と照合した。
また、売上高の割合が大きい連結子会社３社の売上高

が適切な会計期間に計上されているか否かを検討するた
め、以下を含む監査手続を実施した。
・期間帰属の適切性が損なわれるリスクが高い取引を分

析し、そのうち特に期末日付近に計上された売上高に
ついて、売上計上根拠資料と照合した。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。









その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。







１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表取締役社長である足立正之は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社（以下「当社グループ」

という。）の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しています。当社グループは、企業会計審議会の

公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する

実施基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統

制を整備及び運用しています。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合

理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全

には防止又は発見することができない可能性があります。

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社グループは、当事業年度末日である2025年12月31日を基準日として、財務報告に係る内部統制の評価を実施

しました。評価にあたり、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準

拠しました。

本評価においては、当社グループでの財務報告に重要な影響を及ぼす内部統制（以下「全社的な内部統制」）を

評価し、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価において

は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当

該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし

た。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点

から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生

可能性を考慮して決定し、当社グループを対象に行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係

る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した連

結子会社については、全社的な内部統制の範囲に含めていません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲について、当社グループは、装置及び機器の製造・販売を主な事業内容

としていることから、事業拠点の重要性に関する指標として売上高が適切であると判断し、当連結会計年度の売上

高（連結会社間取引消去後）の概ね２／３に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要

な事業拠点においては、当社グループは製造業であり、製造及び販売が収益獲得活動であることから、企業の事業

目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。

さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の

発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや、リスクが大きい取引を行っている

事業又は業務に係るプロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加し

ています。具体的には、固定資産の減損、税効果会計に係る業務プロセス等を評価対象に追加しています。

３ 【評価結果に関する事項】

上記の財務報告に係る内部統制の評価手続を実施した結果、当社グループの財務報告に係る内部統制は基準日に

おいて有効であると判断しました。

４ 【付記事項】

該当事項はありません。

５ 【特記事項】

該当事項はありません。





１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長 足立正之は、当社の第88期(自 2025年１月１日 至 2025年12月31日)の有価証券報告書の

記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。


